
様式７ 

提出部数 ３部 1/3 

助産所構造設備使用許可申請書 

令和   年   月   日 

 

 大阪市保健所長 様 

  （〒   －    ） 

開設者住所                       

                                                 

氏名                       

（法人の場合は主たる事務所の所在地、名称、代表者職名・氏名） 

 

 

 

下記のとおり、助産所の構造設備を使用したいので医療法第27条の規定により申請します。 

１．開設者の 

住所及び氏名 

郵 便 番 号 （     －      ） 

住 所 
    

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

電 話 番 号  

２．管理者の 

住所及び氏名 

郵 便 番 号 （     －      ） 

住 所 
    

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

電 話 番 号  

３．助産所の名称 

フ リ ガ ナ  

正 式 名 称  

４．開設の場所 

郵 便 番 号 （     －      ） 

場 所 
      

 

電 話 番 号 (    )   － Ｆ Ａ Ｘ (    )   － 

 

 

 

 

保健福祉センター受付印 手数料収納済印 大阪市保健所受付印 施設番号 
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５．構造設備の概要 入 所 室  室  入所定員 人  

（入所室内訳） 
床面積 

内法 

床面積 

１人あたり 

の床面積 
採光面積 換気面積 

室名 定員 

１  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

２  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

３  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

４  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

５  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

６  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

７  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

８  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

９  人 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

 

 

６．添付書類 

（１） 管理者の助産師の免許証の写し（原本照合が必要）並びに履歴書 

（２） 周囲の見取図 

（３） 建物の平面図（各室の用途、寸法、面積を明示すること。入所室については入所定員も明示すること） 

（４） 建築基準法の検査済証の写し（法人代表者による原本証明が必要） 

 

（参考法令【抜粋】） 

○医療法第27条（使用許可） 

入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、

許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。 

 

○医療法施行規則第17条（助産所の構造設備の基準） 

  法第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

１ 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は、

第三階以上に設けることができる。 

２ 入所室の床面積は、内法によって測定することとし、一母子を入所させるためのものにあっては六・三

平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあっては一母子につき四・三平方メートル以上

とすること。 

３ 第二階以上の階に入所室を有するものにあっては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けるこ

と。 

４ 第三階以上の階に入所室を有するものにあっては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けるこ

と。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段として

の構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

５ 入所施設を有する助産所にあっては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。ただし、分

べんを取り扱わないものについては、この限りでない。 

６ 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。  

７ 消火用の機械又は器具を備えること。 
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○医療法施行規則第17条第２項 

  助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 

 ・建築基準法第28条（および建築基準法施行令第19条、第20条） 

   助産所の入所室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、入所室の

床面積に対して、七分の一以上としなければならない。 

   助産所の入所室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、入所室の

床面積の二十分の一以上としなければならない。ただし、換気設備を設けた場合はこの限りではない。 

 

○医療法第20条（清潔保持等） 

助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるよう

なものでなければならない。 

 

○医療法第14条の２第２項（院内掲示義務） 

 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所

内に見やすいように掲示しなければならない。 

一 管理者の氏名 

二 業務に従事する助産師の氏名 

三 助産師の就業の日時 

四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

・医療法施行規則第９条の６（院内掲示事項） 

  法第十四条の二第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又

は第十五条の二第二項の病院若しくは診療所の名称（同項の医師が担当する診療科名を併せて提示するこ

と。）及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。 

 

  


